
福島県医師会報第81巻第11号（元．11）

（　　）2 840

新専門医制度の動向

　　福島県医師会常任理事

　　　　大　平　弘　正

　わが国においては、新専門医制度が開始さ
れるまでは、医師の専門性に関わる評価・認
定については、各領域の学会が独自に専門医
制度を設けて実施されてきた。一方で、専門
医制度を持つ学会が乱立したことから、学会
主導の専門医制度は国民にとって必ずしもわ
かりやすい制度になっていない可能性も指摘
されてきた。このような背景から、平成30年
₄月から新専門研修プログラム（19の基本領
域）が開始された。新専門医制度の整備にあ
たっては、日本医師会からも基幹施設の基準
や採用および募集定員など、いくつかの要望
が示され、専門医制度整備基準に対応内容が
反映されている（表₁）。
　平成30年度開始の全プログラム数は3,063
プログラム、採用専攻医数は8,410人となっ
ている（表₂）。福島県においては、平成30
年度86名、31年度76名の専攻医が研修を開始
している（表₃）。平成31年度の東北地方の
状況（Ｈ30．₂．18時点）を見てみると、青森
県70人、岩手県64人、宮城県137人、秋田県

49人、山形県66人となっており、本制度の導
入後も本県を含めた地方においては厳しい状
況が継続されている。
　新専門医制度は₂階建て制度となってお
り、₁階部分の基本領域にサブスペシャリ
ティとしてさらに専門性の高い専門医を取得
できる制度となっている。基本領域との連動
研修が可能としている基本領域プログラムも
あるにもかかわらず、現在サブスペシャリ
ティ領域の在り方に関して様々な意見が出さ
れており、厚労省専門研修部会では「機構認
定としての」連動研修の開始が見送られてい
る。具体的には、サブスペシャリティ領域の
在り方、基準整備、基本領域の研修が不十分
となる懸念、連動研修での医師偏在の助長な
どの論点があげられている。しかし、部会と
しても専攻医への不利益が生じないように配
慮を考慮しているとのことで、「機構認定と
しての」連動研修が認められた際には、研修
実績を遡及して認めるとしており、自身が関
連する消化器病学会、肝臓学会においては、
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「学会としての」専門医研修登録を今年度か
ら開始している。
　さらに、地域への配慮として、内科をはじ
めとする基本領域研修において医師多数県か
ら医師少数県への派遣など、偏在解消に向け
たいわゆるシーリングについても動きが出て
きている。平成30年度では都市部への集中を
抑制する観点から、₅都府県（東京、神奈川、
愛知、大阪、福岡）については、採用者数が
過去₅年間の専攻医採用実績の平均値を超え
ないこととしている。2020年度における対応
としては、厚労省の推計した「都道府県別・
診療科別の必要医師数」をベースに2016年の
医師数が「2016年または2024年の必要医師
数」を上回っている都道府県・診療科をシー
リング対象とし、2020年度の採用数は「2019

年度の採用実績」を上回らないこととするな
どの案が提示されている。地域医療対策協議
会、医師専門研修部会での最終確認がなさ
れ、10月15日から専攻医登録が開始された。
なお、昨年と同様に外科、産婦人科、病理、
臨床検査、救急、総合診療にいてはシーリン
グ対象外となっている。
　渦中にある専攻医は、新たな専門医制度が
速やかに軌道に乗り、安心して研修が受けら
れることを望んでおり、厚労省、日本専門医
機構には各学会との連携も密にしっかりとし
た体制整備の構築をお願いしたい。福島県に
おいても、専攻医がよりよい教育と研修が行
える環境を整備していくことが求めれてい
る。県医師会の先生方におかれましても、引
き続きのご指導を期待したい。

表₁　日本医師会要望にかかる専門医制度整備指針の対応状況

（医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会 令和元年度 第₁回 参考資料）
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（医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会 令和元年度 第₁回 参考資料）

表₂　平成30年度専攻医の概要

表₃　福島県における専攻医採用状況

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会
平成30年度 第₅回 参考資料


